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(57)【要約】
複数の歯列カテゴリの各々における患者初期状態を、該
複数の歯列カテゴリの各々における１又は複数の、各々
が対応する表現を有している基準状態と比較し、該複数
の歯列カテゴリの１又は複数において、同一の歯列カテ
ゴリにおける患者初期状態と類似である少なくとも１つ
の基準状態を選択し、選択された各基準状態の対応する
表現に基づいて患者識別子を生成する工程を含む、矯正
歯科プロフィールの索引化及び治療計画を提供する方法
及びシステムを提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の歯列カテゴリの各々における患者初期状態を、前記複数の歯列カテゴリの各々に
おける１又は複数の、各々が対応する表現を有している基準状態と比較し、
　前記複数の歯列カテゴリの１又は複数において、同一の歯列カテゴリにおける患者初期
状態と類似である少なくとも１つの基準状態を選択し、
　選択された各基準状態の対応する表現に基づいて患者識別子を生成することを含むこと
を特徴とする、患者の歯列を特徴づける方法。
【請求項２】
　前記複数の歯列カテゴリが患者の歯列における１つの歯の矢状、垂直、水平、歯列弓長
、数字のうち少なくとも２つを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記複数のカテゴリが、初期状態、治療目標、最終状態、治療中の状態、治療後の状態
のうち少なくとも２つに適用されることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　治療目標を決定する工程をさらに含み、前記治療目標が、矢状、垂直、水平、歯列弓長
のうち少なくとも１つの局面要素において理想状態ではないことを特徴とする請求項１に
記載の方法。
【請求項５】
　治療説明、治療完結に要する時間、難度、治療選択肢例のうち１以上を生成する工程を
さらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記患者識別子の少なくとも１部分を、各々が初期基準歯列と最終基準歯列とを含む１
又は複数の基準識別子と比較する工程と、
　前記１又は複数の基準識別子から少なくとも１つの、前記患者識別子の１部分を含む基
準識別子を選択すると、
　選択された基準識別子に対応する最終基準歯列に基づき患者の最終歯列を決定すること
とをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記患者識別子の少なくとも１部分と治療目標を、各々が初期基準歯列と治療目標基準
識別子とを含む１又は複数の基準識別子と比較し、
　選択された基準識別子に対応する最終基準歯列に基づき患者の歯列目標を決定すること
をさらに含むことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　患者の初期歯列を受領することと、
　患者の初期歯列を表す初期プロフィールを生成することと、
　前記初期プロフィールから初期不正咬合を特定することと、
　前記初期プロフィールの少なくとも１部分を、基準歯列の１又は複数の基準プロフィー
ルと比較することとを含み、前記１又は複数の基準プロフィールが、前記初期不正咬合と
略同一の基準不正咬合を含むことを特徴とする、患者の歯列を特徴化する方法。
【請求項９】
　前記１又は複数の基準プロフィールのうち少なくとも１つを選択する工程をさらに備え
、前記１又は複数の基準プロフィールが、関連の最終基準歯列を含むことを特徴とする請
求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記最終基準歯列に基づき患者の目標歯列を提供する工程をさらに含むことを特徴とす
る請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　初期プロフィールを生成する工程が、患者の初期歯列を視覚的に分類することを含むこ
とを特徴とする請求項６に記載の方法。
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【請求項１２】
　前記１又は複数の基準プロフィールに関連づけて１又は複数の治療選択肢を特定する工
程をさらに含むことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　記憶装置と、前記記憶装置に動作可能に接続された制御装置とを有し、前記制御装置が
、複数の歯列カテゴリの各々における患者初期状態を、前記複数の歯列カテゴリの各々に
おける１又は複数の、各々が対応する表現を有している基準状態と比較し、前記複数の歯
列カテゴリの１又は複数において、同一の歯列カテゴリにおける患者初期状態と類似であ
る少なくとも１つの基準状態を選択し、選択された各基準状態の対応する表現に基づいて
患者識別子を生成するよう構成されていることを特徴とする、矯正歯科的プロフィールの
索引システムを提供するシステム。
【請求項１４】
　前記複数の歯列カテゴリが患者の歯列における１つの歯の矢状、垂直、水平、歯列弓長
、数字のうち少なくとも２つを含むことを特徴とする請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記制御装置が、治療説明、治療目標、治療完結に要する時間、難度、治療選択肢例の
うち１以上を出力するよう構成されていることを特徴とする請求項１３に記載のシステム
。
【請求項１６】
　前記制御装置がさらに、患者識別子の少なくとも１部分を、各々が初期基準歯列と最終
基準歯列とを含む１又は複数の基準識別子と比較し、前記１又は複数の基準識別子から少
なくとも１つの、前記患者識別子の１部分を含む基準識別子を選択し、選択された基準識
別子に対応する最終基準歯列に基づき患者の最終歯列を決定するよう構成されていること
を特徴とする請求項１３に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記制御装置に動作可能に接続された端末をさらに含み、前記端末が１又は複数の患者
初期状態を送信するよう構成されていることを特徴とする請求項１３に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記端末がさらに表示装置を含むよう構成されていることを特徴とする請求項１７に記
載のシステム。
【請求項１９】
　患者の初期歯列を表す初期プロフィールを生成し、前記初期プロフィールから初期不正
咬合を特定し、前記初期プロフィールの少なくとも１部分を、基準歯列の１又は複数の基
準プロフィールと比較し、前記１又は複数の基準プロフィールが、前記初期不正咬合と略
同一の基準不正咬合を含むよう構成された中央制御装置を備えた、患者の歯列を特徴化す
るシステム。
【請求項２０】
　前記中央制御装置に動作可能に接続されたユーザ端末をさらに備え、前記ユーザ端末が
患者の初期歯列を送信するよう構成されていることを特徴とする請求項１９に記載のシス
テム。
【請求項２１】
　前記中央制御装置が、前記１又は複数の基準プロフィールのうち少なくとも１つを選択
し、前記１又は複数の基準プロフィールが、関連の最終基準歯列を含むよう構成されてい
ることを特徴とする請求項１９に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記中央制御装置が、最終基準歯列に基づいて患者の目標歯列を提供するよう構成され
ていることを特徴とする請求項１９に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記中央制御装置が、患者の初期歯列を視覚的に分類するよう構成されていることを特
徴とする請求項１９に記載のシステム。
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【請求項２４】
　前記中央制御装置が、前記１又は複数の基準プロフィールに関連づけて１又は複数の治
療選択肢を特定するよう構成されていることを特徴とする請求項１９に記載のシステム。
【請求項２５】
　初期プロフィール、初期不正咬合、基準不正咬合のうち１以上を保存するよう構成され
た記憶装置をさらに含むことを特徴とする請求項１９に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　優先権
　本出願は、２００６年４月１８日に出願された米国特許出願第１１／３７９，１９８号
「矯正歯科関連の治療プロフィール及び治療選択肢を索引化及びカタログ化する方法及び
システム」に基づく優先権を主張するものであり、該米国出願は参照によりここに組み込
まれる。
　発明の分野
　本発明は主に歯科矯正学の分野に関する。詳しくは、本発明は矯正歯科関連の治療プロ
フィール及び治療選択肢の索引化方法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　背景
　矯正歯科治療の主目的は、歯が最適に機能し、かつ美観を呈する位置に患者の歯を配列
し直すことである。医師の目標は、患者の現在の状態（「初期歯列」又は「初診時歯列」
）を最終状態（「治療目標」）へ変えることにある。達成した結果は「治療結果」として
知られる。目標達成には複数の方法があり得るが、これらは「治療選択肢」として知られ
る。患者が目標を達成するために医師が用いる手法は「治療計画」として知られる。
【０００３】
　医師はしばしば目標を「理想」として設定し、この理想に可能な限り近づくと治療をや
めてしまう。しかしながら、歯科においては３Ｄコンピュータグラフィックスのソフトウ
ェアサービスやプログラムが近年ますます使用されるようになり、医師は現に個々の患者
それぞれに最適の治療目標を設定することができるようになっており、こうした目標は限
定的な治療目標であって咬合の構成要素全てにおいて理想的ではない場合もある。このこ
とは以下の理由で重要である。すなわち、医師が目指す目標を１００％達成できれば、た
とえそれが限定的目標であってもその治療は成功とみなされるかもしれないのに対し、も
し医師が完全に「理想的」な治療目標の７５％しか達成できなければ、たとえ後者の状況
の方が限定的治療を行った場合より絶対尺度で見た計測による改良度が高いとしても、そ
の治療は成功とみなされないかもしれない場合がある。
【０００４】
　一般的には、固定式ブリッジやワイヤなどの器具を患者の歯に当てて、歯を徐々に初期
配列から最終配列へと再配置する。患者の最終歯列は、治療を担当する医師が各患者の状
態を見極めて各々の歯の最終位置を決定する中で様々なパラメータを集約する際の知識と
専門技術に拠るため、矯正歯科症例の診断・治療計画過程は必ずしも正確とは言えない。
担当医が異なれば、個々の矯正歯科的パラメータの定義づけも異なるであろうし、ある症
例の理想的な治療法についての定義もしばしば異なるであろう。
【０００５】
　こういった主観的な問題の解決策として、患者の初期歯列及び最終結果をより客観的に
定義するために様々な指数が用いられてきた。例えばＰＡＲ（Peer Assessment Rating：
相互評価格付け）指数は、ある歯の良好な咬合状態からの乖離度を特定するものである。
不正咬合を構成する様々な咬合特性についてそれぞれ点数が割り当てられている。個々の
点数を合計すると総合点が得られ、この得点により、ある症例が理想的な機能配列及び機
能咬合からどの程度偏位しているかが表される。このＰＡＲ方式による格付けを矯正歯科
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上の様々な状態の既知の水準に照らし合わせ段階づけることで、個人が様々な新症例を同
様に評価することができる。
【０００６】
　ＰＡＲ方式においては、得点が０点であれば、一般に認められ、矯正歯科団体が採用し
てきた咬合及び審美的関係により定義される全ての矯正歯科的歯列構成要素の理想的な配
列及び配置であることを指し、これより点数が高いほど不規則度合いが高いことを表す。
総合点は治療前及び治療後の双方の歯列模型について記録しておくことができる。これら
の点数の差異が、矯正歯科的調整の結果として得られた改良度合いを示す。ＰＡＲ指数に
加え、ＩＣＯＮ、ＩＯＴＮ、ＡＢＯなどの指数が用いられることもある。これらの指数も
やはり、理想状態からの偏差を判断するために個々の歯の計測値に頼っている。
【０００７】
　現在のこれらの指数に欠けているのは、症例を区分けして分類化するシステムである。
不正咬合歯列の個々の構成要素を分類するシステムは存在するかもしれないが、全体的な
矯正歯科的歯列状態を各局面において客観的に区分し分類する体系的な方法は存在しない
。さらに重要なことには、大半の矯正歯科治療においては、（「理想状態」以外には）各
患者に特有の治療目標を予め設定することがなく、得られた治療結果を判断する際の根拠
としてこのような目標を使用することがない。このため、患者の各歯列の各歯パラメータ
を客観的に分類、カタログ化、検索できるように様々なパラメータを定義する必要がある
ばかりでなく、将来の治療計画について具体的な指示を与えることができ、また、患者人
口をより広い範囲でより良く理解するためのメタ分析を行うことができるよう、患者の初
診時歯列、治療結果、治療計画に加えて患者の治療目標を客観的に特徴化することにも使
用できる索引システムを作成する必要性もある。
【０００８】
　以上に鑑みて、矯正歯科関連の診断・治療構成要素を索引化及びカタログ化する方法及
びシステムの実現が望ましい。
【発明の開示】
【０００９】
　発明の要約
　以上に鑑みて、本発明の各実施形態によれば、矯正歯科的プロフィールを客観的にカタ
ログ化し、該プロフィールを患者の初診時歯列、目標歯列、最終歯列、治療選択肢、及び
治療計画に関連づける方法及びシステムを提供するものである。
【００１０】
　本発明のこれら及びその他の特徴及び利点は、以下に続く本発明の詳細な説明及び添付
図面により理解されるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　詳細な説明
　図１は本発明の各実施形態を実行する索引システム１００の全体を示すブロック図であ
る。一実施形態における索引システム１００は、パソコン、ワークステーション、メイン
フレームなどにより構成されユーザインターフェース入力装置１０３とユーザインターフ
ェース出力装置１０５とを備える端末１０１と、記憶装置１０７、中央サーバ１０９を備
えている。
【００１２】
　図１において、ユーザインターフェース入力装置１０３はキーボードを備えてもよく、
さらに、ポインティング装置及び／又はＸ線又は口腔内スキャナを含むスキャナを備えて
いてもよい。ポインティング装置はマウス、トラックボール、タッチパッド、グラフィッ
クタブレットなどの間接ポインティング装置や、ユーザインターフェース出力装置１５０
に組み込まれたタッチスクリーンなどの直接ポインティング装置のいずれでもよい。音声
認識システムなどその他の種類のユーザインターフェース入力装置も本発明の範囲内で使
用することができる。
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【００１３】
　図１においてはまた、ユーザインターフェース出力装置１０５がプリンタや、表示コン
トローラやコントローラに接続された表示装置を含む表示サブシステムを備えていてもよ
い。表示装置は陰極線管（ＣＲＴ）、液晶表示などのフラットパネル装置、又は投影装置
のいずれでもよい。表示サブシステムは音声出力などの非視覚的表示を行うものでもよい
。 
　図１に示す索引システム１００はさらにデータ記憶装置１０７を備え、該記憶装置は、
中央サーバ１０９又はクライアントアプリケーションによるアクセス及び制御下において
、本発明の機能性を提供する基本プログラム及びデータ構築物を保持するよう構成されて
いる。記憶装置１０７は記憶部及びファイル記憶部を備えていてもよく、ソフトウェアは
記憶装置１０７内に保存される。該記憶部は、プログラム実行中の命令やデータの保存に
用いるメインのランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）や、固定命令が保存される読み取り専
用メモリ（ＲＯＭ）を備えていてもよい。
【００１４】
　データ記憶装置１０７のファイル記憶部は、プログラムやデータファイルを持続性（不
揮発性）保存するものであればよく、通常は少なくとも１つのハードディスクドライブと
少なくとも１つのＣＤーＲＯＭドライブ（及びこれに用いられる着脱可能媒体）とを含む
。フロッピーディスクドライブや光学ドライブ（及びこれらに用いる着脱可能媒体）をさ
らに備えていてもよい。加えて、ファイル記憶部１１３は、ハードディスクカートリッジ
やフレキシブルディスクカートリッジなどの着脱可能媒体カートリッジタイプのドライブ
を備えていてもよい。１又は複数のこれらのドライブが、ローカルエリアネットワーク上
の中央サーバ１０９内、インターネットワールドウィドウェッブ上のサイトなど離れた場
所に位置してもよいし、あるいは全システムがユーザのシステム上に存在する独立したソ
フトウェア・アプリケーションであってもよい。
【００１５】
　本発明の一局面において、中央サーバ１０９は端末１０１及び記憶装置１０７と通信し
、端末１０１から受けた入力に基づきこれに応答して記憶装置１０７に保存されているソ
フトウェアにアクセスし、また、端末１０１から受けた命令や入力情報に従った手続き及
び／又はルーチンに基づく付加的処理を行うよう構成することができる。
【００１６】
　再び図１において、本発明の一実施形態に係る索引システム１００は、矢状、垂直、水
平／横断、歯列弓長という異なる局面における矯正歯科的ディスクレパンシーの最も一般
的形態によって矯正歯科的ニーズを整理するものである。側貌、個々の歯形状、動的機能
関係、周辺軟組織状態といったその他の構成要素を特定的に把握するため、カテゴリをさ
らに広げることもできるが、上記４つのカテゴリにおけるディスクレパンシーによって、
矯正歯科関連の歯の問題や懸念についての重要な部分を把握することができる。各局面に
は様々な状態があり、これらを特徴づける個々の構成要素の数はそれぞれのカテゴリ（局
面）において所定数存在する。このような状態のそれぞれについて、あり得る様々な状態
の所定の組合せを作成すればよい。一実施形態においては、上記４つの主要カテゴリのい
ずれかに所属する各構成要素ごとに作成したこのような所定の組合せを集めたものによっ
てマトリクスを形成し、全ての患者が全ての時点においてマトリクス内の特定アドレスと
して定義されるようにする。これらマトリクス及びアドレスマトリクスは双方とも記憶装
置１０７内に保存しておくことができる。
【００１７】
　図２は本発明の一実施形態に係る図１の記憶装置１０７内に保存された索引システムマ
トリクスの表形式の一例を示す。図２に例示の表２００は４つのカテゴリそれぞれにおけ
る１つの構成要素についてあり得る様々な状態を簡潔に示すものである。
【００１８】
　図２において、表２００はカテゴリ欄２０１、基準構成要素欄２０２、所定選択肢欄２
０３とを含む。表２００はまた、選択肢数欄２０４を含む。一実施形態においてカテゴリ
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欄２０１は、基準歯列状態情報が保存されている複数のカテゴリを含む。本実施例では、
カテゴリには矢状、垂直、水平／横断、歯列弓長が含まれる。本実施例の基準構成要素欄
２０２は、各局面ごとに不正咬合を判断するための一般的な構成要素を１つ含む。一般的
な所定選択肢の欄２０３には、そのカテゴリ局面について様々な段階の不正咬合が含まれ
ている。例えば矢状カテゴリの右犬歯要素についての一般的な不正咬合には、１咬頭２級
＋（１咬頭２級以上）、１咬頭２級、１／２咬頭（半咬頭）２級等がある。各局面の構成
要素選択肢には「正常」という選択肢も含まれる。
【００１９】
　図２において、一実施形態における選択肢数欄２０４には各カテゴリ中であり得る基準
状態の数と、基準状態の可能な組合せ総数とが含まれる。例えば、矢状カテゴリには犬歯
関係要素について７つの基準状態があり得、垂直カテゴリには前歯オーバーバイト要素に
ついて７つの基準状態があり得る。この例では図２の表２００に示すように、４つの構成
要素について７×７×７×７＝２４０１通りの基準状態の組合せがあり得る。一実施形態
においては、これら２４０１通りの患者症例の組合せ各々が、例えば中央サーバ１０９（
図１）により、記憶装置１０７（図１）のデータベース内に保存されている。４つの主要
な矯正歯科的局面のそれぞれを説明するために使われる構成要素は多数あり、図示のよう
に局面ごとに１つの構成要素のみであることはないので、実際には、ある患者を表すため
の組合せ総数は相当多くなり得るが、しかし同時にその数は有限であって、図１に示すよ
うに索引化、カタログ化、検索することができるものである。
【００２０】
　図２に示す索引表２００では、識別子をＡＢＣＤという４つの位置を持つ「４ビット」
マトリクスから形成することができる。本発明の一実施形態におけるこの４ビットマトリ
クスでは、マトリクスのＡ位置が矢状局面に相当し、Ｂ位置が垂直局面に相当し、Ｃ位置
が水平局面に相当し、Ｄ位置が歯列弓長局面に相当する。
【００２１】
　マトリクスの各「ビット」位置における実際の数字又は文字は、そのカテゴリ内の対応
する状態に関連づけることができる。例えば、図２に示す例示の表２００に戻って説明す
ると、３２５６という識別子は、「右犬歯１／２咬頭２級・中度前歯過蓋咬合・上顎正中
線左へ０～１ｍｍのズレ・中度下顎叢生」を表す。この「３２５６」という識別子は記憶
装置１０７に保存されている索引データベース内の１アドレスに相当する。記憶装置１０
７は予めデータベース内に、識別子「３２５６」と対になる特定のユーザ定義された治療
目標（例えば図４を参照して後に詳述する）に関する臨床情報を保存している。
【００２２】
　歯列特徴化データベース
　再び図１に戻るが、本発明の一実施形態における索引システム１００は、患者歯列中の
１又は複数の歯を表すために用いることもできる。通常、成人患者の歯列には３２本の歯
が含まれる。歯科医は通常、各歯を近心、咬合／切歯、遠心、頬側／顔側、舌側の５面か
ら特徴づける。これら各面には生来のものや銀アマルガム、複合材料、陶材、金、金属冠
などにより修復されたものがある。歯が欠けていたり、歯根管又はインプラントによる治
療を受けたものである場合もある。これらの組合せは、初期歯列、目標歯列（治療目標）
、治療結果である最終歯列ごとに索引システムによって表すことができる。
【００２３】
　患者歯列の各歯ごとに、歯の表面や、その歯に治療歴があるかどうか、あるいは欠けて
いるかどうかなど、歯の特徴に基づく複数の状態があり得る。これらの歯の異なる状態の
組合せによりマトリクスが形成される。本発明の実施例にはマトリクス内に３２の位置を
有するアドレスが含まれ、アドレス内の各位置は患者歯列の各歯に相当し、また、各位置
には英数字又はその他の記号によって歯の現在の状態を表すサブアドレスが含まれている
。
【００２４】
　各歯ごとに当てられた「５ビット」のサブアドレスには１２３４５の５位置が含まれ、
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「１」から「５」までの各位置が歯の５面のそれぞれを表している。特に、サブアドレス
の１の位置は歯の近心面に対応し、サブアドレスの２の位置は歯の咬合面すなわち切歯面
に対応し、サブアドレスの３の位置は歯の遠心面に対応し、サブアドレスの４の位置は歯
の頬側面すなわち顔側面に対応し、サブアドレスの５の位置は歯の舌側面に対応している
。
【００２５】
　さらに、サブアドレス内の次の「Ａ」から「Ｎ」までの各文字が、歯の特定表面のある
状態に対応している。
【００２６】
【表１】

【００２７】
　例えば、１：ＮＮＡＢＮという患者識別子について考えると、この識別子は以下のこと
を表している。１：ＮＮＡＢＮ＝３２ビットアドレスの１番の歯は、自然近心面（サブア
ドレス位置１）・咬合面にアマルガム（サブアドレス位置２）・自然遠心面（サブアドレ
ス位置３）・頬側／顔側面に複合材料（サブアドレス位置４）・自然舌側面（サブアドレ
ス位置５）を有している。 
【００２８】
　患者の初期歯列、目標歯列（治療目標）、最終歯列は実施例の場合例えば次のように構
成することができる：
　全アドレス＝サブアドレス１：サブアドレス２：サブアドレス３
　サブアドレス１：初期歯列の１～３２番の歯
　サブアドレス２：目標歯列の１～３２番の歯
　サブアドレス３：現時点（本日）の１～３２番の歯
　この中で、１～３２番それぞれにつき、上記したようにさらに１～５表面に関するサブ
マトリクスを含んでもよい。
【００２９】
　このようにして、歯科医は診療データベースを簡単に検索することができ、歯科治療が
どこまでなされたか、あとどれほど必要かについて知ることができる。また、自分の過去
の診療における使用傾向やどの作業を最もよく行うかについても知ることができる。患者
マトリクスはまた科学捜査において患者の個体識別に用いることもでき、また、国家保全
その他セキュリティー目的に使用することもできる。
【００３０】
　図３は本発明の一実施形態に係る図１の記憶装置１０７ 内に保存された索引システム
の治療目標マトリクスの治療目標例を表形式で例示したものである。治療目標の４つの例
は次の通りである。
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【００３１】
　治療目標 １：修復歯科的配置。本目標の目的は、特定の歯の位置を改良することによ
り、冠、ブリッジ、インプラントなどの歯修復物をより良い位置に配置することにある。
患者の歯列構成要素のうち幾つかは、修復目標への改善目的に貢献しない場合はそのまま
（治療せず）置かれることもある。
【００３２】
　治療目標２：審美的配置。本目標の目的は、審美目的で患者の前歯をより良い位置に配
置することにある。一般的に、患者の笑顔の美的構成要素を改善する目的に貢献しない場
合は、患者の咬合はそのまま置かれることもある。
【００３３】
　治療目標３：犬歯１級機能配置。本目標の目的は、前歯の美的構成要素を改善するとと
もに、前歯の機能を改善することにある。一般的に、犬歯機能及び／又は前歯美観の改善
に貢献しない場合は、患者の臼歯咬合はそのまま（治療せず）置かれることもある。
【００３４】
　治療目標 ４：理想配置。本目標の目的は、犬歯・臼歯両機能を含めた全咬合を「教科
書的」な理想状態とすることにある。
【００３５】
　図４は図２に示す表形式で定義される特性を用いて図３をより詳細に表したものである
。より詳しくは、図３で特定された４つの治療目標のそれぞれをさらに詳しく、図２に示
す表形式及び索引形式に従って表現することができ、個々の構成要素ごとに目指す治療の
目的をより詳細に表すことができる。
【００３６】
　例えば、修復歯科的配置という治療目標１では、本目標を例えば図２の４ビットマトリ
クス形式に従って表せばＸＸＸ４となり、Ｘは治療されずに置かれるその構成要素につい
ての患者の現状の関係を示し、４桁目のみが治療予定である。さらに、審美的配置という
治療目標２では、本目標を例えば図２の４ビットマトリクス形式に従って表せばＸＸ４４
となり、Ｘは治療されずに置かれるその構成要素についての患者の現状の関係を示し、３
桁目と４桁目のみ（それぞれ横断局面と歯列弓長という構成要素を表す）が治療予定であ
る。
【００３７】
　加えて、犬歯１級機能配置という治療目標３では、本目標を例えば図２の４ビットマト
リクス形式に従って表せば４Ｘ４４となり、Ｘは治療されずに置かれるその構成要素につ
いての患者の現状の関係を示す。本例では２桁目（垂直局面に対応）のみ、治療の予定が
ない。最後に、理想配置という治療目標３では、本目標を例えば図２の４ビットマトリク
ス形式に従って表せば４４４４となる。
【００３８】
　ある患者固有の問題や症例タイプを表す識別子は様々な方法で生成することができる。
従来の方法は、ある特徴を描写し、定義し、訓練を受けた個人が、その状態を主観的に特
定、すなわち、患者の状態を最もよく表すよう「命名」するものであった。このような方
法におけるばらつきを減らすためには、基準化手段及び／又は各症状名を定義する客観的
な評価基準が必要となる。
【００３９】
　また、視覚的画像に基づくインターフェースを用いる方法もある。ある患者の歯列を特
徴づけるため、ユーザは患者の歯列を、不正咬合の重症度あるいは不正咬合の無い状態を
表す基準歯列状態の画像と比較する。次いでユーザは、不正咬合を表す様々な基準状態の
中から、患者の歯列状態がどの範囲に当てはまるかを特定し、患者を最もよく表している
画像を選択するか、又は、ある特有の問題を表す連続勾配画像の中から患者の状態の相対
位置を選択する。視覚的画像を用いたインターフェースは、症状説明や症状名を示すこと
なくユーザに供されるため、症状名に伴う先入観により偏見を抱くことがない。
【００４０】
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　視覚的画像はこれまでに例えばＩＣＯＮ索引システムで患者の美的構成要素を表すため
に用いることが記載されている。ＩＣＯＮシステムでは、評価者が１０の画像の中から患
者の前歯美的構成要素を最もよく表すものを１つ選ぶ。この基準化によって複数のユーザ
が適度な一貫性をもって患者の美的構成要素を決定することができるようになっている。
しかしながら、患者の矯正歯科的歯列状態の全ての構成要素を把握するために視覚的イン
ターフェースをデジタルの患者データベース作成用インターフェースとして用いることは
、これまでまだ記載されたことがない。
【００４１】
　図５は本発明の一実施形態に係る索引システムで使用される下顎歯列弓長要素５００を
示す。図示した下顎歯列弓長要素５００は、ユーザが患者の歯列状態に似た画像を選ぶこ
とを可能にする視覚的スケールの一例である。図５は７つの下顎歯列弓の画像を示し、そ
れぞれが、下顎歯列弓長カテゴリにおいてあり得る基準状態を表している。本実施例では
、画像５０１～５０７が、図２の「歯列弓長」局面の「下顎歯列弓長」要素における個々
の欄に対応する７つの画像を表している。ユーザは７つの画像のうちどれが最も患者をよ
く表しているか選択するだけでよい。又は、隣接するいずれか２つの画像の中間の状態が
最も患者をよく表す場合はこれらの隣接画像を選択することもできる。ユーザは専門的な
症状名や用語を知っている必要はなく、ただ、示された写真と現在の状態を直接比べた結
果に基づいて１つの画像又は２つの画像の中間領域を選択するだけでよい。
【００４２】
　図５に示す本実施例では、７つの画像５０１～５０７の各々に所定の英数字が割り当て
られている。従って、ある画像が選択されると、これに関連の所定英数字が患者の識別子
アドレスに追加される。各カテゴリを英数字で命名することで、患者歯列を英数字アドレ
スで特徴づけることができる。ユーザがある状態を選ぶと、選ばれたその状態に関する技
術的説明や治療選択肢を含めたさらに詳細な説明が出力されるようにしてもよい。または
別の実施例として、ユーザが隣接画像の中間領域を選ぶと、患者の状態が選択された隣接
画像の中間の状態に当てはまることを示す英数字が生成されるようにしてもよい。ユーザ
インターフェースはまた、画像の直接選択と隣接画像の中間領域選択の双方を組み合わせ
る形であってもよい。
【００４３】
　図６は、本発明の一実施形態に係る索引システム１００における、医師・患者情報表示
画面６００の一例を示す。本表示画面６００には、患者を特定するためユーザが欄６０１
～６０３に入力した情報が含まれている。特に、患者の氏名は欄６０１に入力され、患者
の性別は欄６０２に入力され、患者の主訴は欄６０３に入力される。好ましい実施形態に
おいては欄６０３が、所定の様々な状態をチェックボックス形式で選択でき、ユーザの選
択に従ってさらにこれらがカタログ化されるようしてもよい。その他の患者情報を追加し
てもよいのは無論である。患者情報を入力すると、ユーザは所定入力コマンド又はボタン
を選択して、図７に示す次の表示画面に移動する。
【００４４】
　図７は、矢状局面（図２のマトリクスアドレス位置「Ａ」）の右頬側右犬歯／咬頭要素
についての選択過程表示画面７００の一例を示す。基準歯列状態の一連の画像７０１～７
０３が、これら画像を左又は右へスクロールすることのできるボタン７０４とともに表示
されている。ユーザは左又は右の矢印ボタン７０４をクリックして、特に符号７０２で示
す互いに向かい合う矢印により図示される箇所について患者の現在の状態を最もよく表し
ている基準歯列状態画像を選択する。本実施例ではユーザは左又は右の矢印ボタンをクリ
ックして、患者の現在の咬合に似た咬頭（犬歯）関係を選択する。
【００４５】
　選択がなされると、「次へ」のボタン７０５を押して次の画面へ進む。この選択過程表
示画面７００の例はまた、ユーザが前へ戻ったり、用語集を参照したり、助言を求めたり
、情報を保存するための各ボタン７０６～７０９を備えている。
【００４６】
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　図８は、矢状カテゴリの左頬側左咬頭要素についての選択過程表示画面８００の一例を
示す。基準歯列状態の一連の画像８０１～８０３が、これら画像を左又は右へスクロール
することのできるボタン８０４とともに表示されている。ユーザは左又は右の矢印ボタン
８０４をクリックして、患者の現在の状態を最もよく表している基準歯列状態画像を選択
する。本実施例ではユーザは左又は右の矢印ボタンをクリックして、患者の現在の咬合に
似た咬頭関係を選択する。
【００４７】
　選択がなされると、「次へ」のボタン８０５を押して図９に示す次の表示画面へ進む。
この選択過程表示画面８００の例はまた、ユーザが前へ戻ったり、用語集を参照したり、
助言を求めたり、情報を保存するための各ボタン８０６～８０９を備えている。
【００４８】
　図９は、垂直局面（図２のマトリクスアドレス位置「Ｂ」）の前歯オーバーバイト要素
についての選択過程表示画面９００の一例を示す。基準状態の一連の画像９０１～９０３
が、これら画像を左又は右へスクロールすることのできるボタン９０４とともに表示され
ている。ユーザは左又は右の矢印ボタン９０４をクリックして、患者の現在の状態を最も
よく表している基準歯列状態画像を選択する。本実施例ではユーザは左又は右の矢印ボタ
ン９０４をクリックして、患者の現在の開咬又は過蓋咬合の度合いに似た前歯垂直オーバ
ーバイト関係の要素を選択する。
【００４９】
　選択がなされると、「次へ」のボタン９０５を押して図１０に示す次の画面へ進む。こ
の選択過程表示画面９００の例はまた、ユーザが前へ戻ったり、用語集を参照したり、助
言を求めたり、情報を保存するための各ボタン９０６～９０９を備えている。
【００５０】
　図１０は、水平／横断局面（図２のマトリクスアドレス位置「Ｃ」）の上顎・下顎正中
線要素についての選択過程表示画面１０００の一例を示す。画像１０１０はある基準歯列
状態を表し、画像１０１０の上顎歯列弓に対応する上側の矢印１００１、１００２をクリ
ック、又は、画像１０１０の下顎歯列弓に対応する下側の矢印１００３、１００４をクリ
ックすることでこの画像を変更し、患者の正中線要素関係に最もよく適合するよう画像１
０１０の正中線を合わせる。選択がなされると、「次へ」のボタン１００５を押して図１
１に示す次の画面へ進む。図１０の選択過程表示画面１０００の例はまた、ユーザが前へ
戻ったり、用語集を参照したり、助言を求めたり、情報を保存するための各ボタン１００
６～１００９を備えている。
【００５１】
　図１１は、上顎歯列弓長カテゴリについての選択過程表示画面１１００の一例を示す。
ある基準歯列状態の画像１１０１及び基準歯列状態の説明１１０２、１１０３が、これら
基準歯列状態画像及び説明を左又は右へスクロールすることのできるボタン１１０４とと
もに表示されている。ユーザは左又は右の矢印ボタン１１０４をクリックして、患者の現
在の状態を最もよく表している基準歯列状態の画像又は説明を選択する。本実施例では、
ユーザは左又は右の矢印ボタン１１０４をクリックして、咬合面から見た患者の上顎歯列
弓長に似ている基準歯列状態画像又は説明を選択する。本実施形態では特に、叢生と空隙
の双方が見られる場合は、ユーザは叢生又は空隙の正味量を用いるよう指示されるが、各
局面をそれぞれ独立して把握することも可能である。
【００５２】
　ここでも、選択がなされると、「次へ」のボタン１１０５を押して図１２に示す次の画
面へ進む。この選択過程表示画面１１００の例はまた、ユーザが前へ戻ったり、用語集を
参照したり、助言を求めたり、情報を保存するための各ボタン１１０６～１１０９を備え
ている。
【００５３】
　図１２は、歯列弓長局面（図２のマトリクス位置「Ｄ」）の下顎歯列弓長要素について
の選択過程表示画面１２００の一例を示す。ある基準歯列状態の画像１２０１及び基準歯
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列状態の説明１２０２、１２０３が、これら基準歯列状態画像及び説明を左又は右へスク
ロールすることのできるボタン１２０４とともに表示されている。ユーザは左又は右の矢
印ボタン１２０４をクリックして、歯列弓長局面の下顎歯列弓長要素について患者の現在
の状態を最もよく表す基準歯列状態の画像又は説明を選択する。本実施例では、ユーザは
左又は右の矢印ボタン１２０４をクリックして、咬合面から見た患者の下顎歯列弓長要素
に似ている基準歯列状態画像又は説明を選択する。本例では、叢生と空隙の双方が見られ
る場合は、ユーザは叢生又は空隙の正味量を用いるよう指示される。但し、叢生及び空隙
をそれぞれ独立して把握し正味のディスクレパンシーを求めることも可能である。
【００５４】
　選択がなされると、「次へ」のボタン１２０５を押して図１３に示す次の画面へ進む。
図１２の選択過程表示画面１２００の例はまた、ユーザが前へ戻ったり、用語集を参照し
たり、助言を求めたり、情報を保存するなどするための各ボタン１２０６～１２０９を備
えている。
【００５５】
　図１３は、本発明の一実施形態に係る索引システムで用いられる端末１０１上で出力表
示される患者サマリー表１３００の一例を示す。患者サマリー表示画面１３００は、それ
ぞれ図６～図１２に図示される、これより前の表示画面６００～１２００にて入力された
情報から生成される。図１３において、サマリー表示画面１３００は、本発明の一実施形
態において図６～図１２に図示され上述した選択過程や表示画面においてなされた選択結
果をまとめたものとなっている。
【００５６】
　例えば、矢状・垂直・水平・歯列弓長の各基準歯列カテゴリについて、不正咬合の基準
構成要素（例えば、それぞれ右犬歯、前歯オーバーバイト、下顎正中線に対する上顎正中
線位置、下顎歯列弓長）が対応しており、それらの各々が所定選択肢（例えば、それぞれ
右犬歯１／２咬頭２級、中度前歯過蓋咬合、上顎正中線左へ０～１ｍのズレ、中度下顎叢
生）の中から選択されたものと関連づけられている。また、図１３から分かる通り、選択
値は図２に表形式で図示した所定選択肢２０３（図２）を選んだものである。ユーザはま
た、各カテゴリにおいて対応する「編集」ボタンを選択して所望のページへ戻り、そのカ
テゴリに対応する画像を再選択することで、歯列状態情報を編集することができる。
【００５７】
　このようにして、本発明の一実施形態では、選択過程中にユーザが入力した情報が索引
システム１００の患者データベース内に索引化、カタログ化される（例えば図１４に示し
後述するデータベース１４００）。本発明の一実施形態においては、図６～図１２を参照
して上述した索引化及びカタログ化のための選択過程はユーザには見えない。選択過程で
ユーザが入力した患者情報は、図１３に示すサマリー表示画面及び患者の歯列状態を表す
識別子の双方を生成するために用いられる。図６～図１２は、様々なカテゴリについて本
発明の一実施形態による索引システム１００で用いられる選択過程表示画面６００を示し
ている。これは、患者の歯列情報を入力するための選択過程である。なお、図７～図１２
では基準歯列状態を画像で示しているが、本発明はこのような表現方法に限られない。基
準歯列状態は、記号、アイコン、説明、グラフ、三次元物体、レントゲン写真、型、その
他様々な種類の画像で表現することができる。基準状態はまた、インタラクティブなグラ
フィック画像を本システムの入力手段として用い、ユーザが患者を観察してその状態を最
もよく再現するようにユーザ定義してもよい。
【００５８】
　図１４は、本発明の一実施形態に係る索引システム１００で用いられる患者データベー
ス１４００の一例を示す。患者データベース１４００には、患者欄１４０１、索引データ
ベースアドレス欄１４０２、１又は複数のカテゴリ欄１４０３を含む。図１４に例示する
データベースでは、カテゴリ欄１４０３に矢状カテゴリ欄１４０４、垂直カテゴリ１４０
５、水平カテゴリ欄１４０６、上顎歯列弓長カテゴリ欄１４０７、下顎長さカテゴリ欄１
４０８、回転欄１４０９、垂直修正欄１４１０、正中線修正欄１４１１が含まれる。
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【００５９】
　図１４において、患者欄１４０１には患者氏名が含まれる。索引データベースアドレス
欄１４０２には患者識別子が含まれる。この患者識別子は、例えば図３に示すような索引
データベース３００内のアドレスに対応する。索引データベース３００内のアドレスは特
定の診断組合せについての治療情報と関連づけられている。カテゴリ欄１４０３は本実施
例においては矢状カテゴリ欄１４０４、垂直カテゴリ欄１４０５、水平カテゴリ欄１４０
６、上顎歯列弓長カテゴリ欄１４０７、下顎長さカテゴリ欄１４０８、回転欄１４０９、
垂直修正欄１４１０、正中線修正欄１４１１であるが、各カテゴリそれぞれに患者の１又
は複数の歯列状態が含まれている。例えば図１４では、患者Ｌ．スミス氏の矢状カテゴリ
欄１４０４における歯列状態は１級である。患者Ｍ．ジョーンズ氏の上顎歯列弓長カテゴ
リ欄１４０７における歯列状態は正常空隙である。カテゴリ欄にはまた、特定の基準状態
が治療に適しているかについての表示も含まれている。
【００６０】
　このようにして患者識別子を患者の状態を表すように構成することができる。例えば索
引データベースアドレス欄１４０２にはＬ．スミス氏の識別子が５５７７２７５２である
ことが示されている。この識別子には８つの位置が含まれるので、８つの位置を有するマ
トリクスである。識別子の各位置の数字はある特定のカテゴリ内のある特定の状態を表し
ている。本実施例では、識別子マトリクスの第１位置が矢状カテゴリにおける患者の状態
を表す。例えば矢状カテゴリ欄１４０４には、Ｌ．スミス氏に１級不正咬合のあることが
示されている。従って識別子の第１位置の数字５は矢状カテゴリにおける１級不正咬合を
表している。
【００６１】
　再び図１４において、識別子マトリクスの第２位置は垂直カテゴリにおける患者の状態
を表している。例えば垂直カテゴリ欄１４０５には、Ｌ．スミス氏は正常咬合を有するこ
とが示されている。従って識別子の第２位置の数字５は垂直カテゴリにおける正常咬合を
表している。識別子マトリクスの第３位置は水平カテゴリにおける患者の状態を表してい
る。例えば水平カテゴリ欄１４０６には、Ｌ．スミス氏には交叉咬合があることが示され
ている。従って識別子の第３位置の数字７は水平カテゴリにおける交叉咬合を表している
。
【００６２】
　さらに、識別子マトリクスの第４位置は上顎歯列弓長カテゴリにおける患者の状態を表
す。例えば上顎歯列弓長カテゴリ欄１４０７には、Ｌ．スミス氏が中度の叢生を有するこ
とが示されている。従って識別子の第４位置の数字７は上顎歯列弓長カテゴリにおける中
度の叢生を表している。加えて、識別子マトリクスの第５位置は下顎歯列弓長カテゴリに
おける患者の状態を表す。例えば下顎歯列弓長カテゴリ欄１４０８には、Ｌ．スミス氏が
中度の空隙を有することが示されている。従って識別子の第５位置の数字２は下顎歯列弓
長カテゴリにおける中度の空隙を表している。
【００６３】
　加えて、識別子マトリクスの第６位置は回転カテゴリにおける患者の状態を表す。例え
ば回転カテゴリ欄１４０９には、Ｌ．スミス氏が２０°以上の回転を有することが示され
ている。従って識別子の第６位置の数字７は回転カテゴリにおける２０°以上の回転を表
している。さらに、識別子マトリクスの第７位置は垂直修正カテゴリにおける患者の状態
を表す。例えば垂直修正カテゴリ欄１４１０には、Ｌ．スミス氏には圧下／抜歯のないこ
とが示されている。従って識別子の第７位置の数字５は垂直修正カテゴリにおける圧下／
抜歯のないことを表している。
【００６４】
　最後に、再び図１４において、識別子マトリクスの第８位置は正中線修正カテゴリにお
ける患者の状態を表す。例えば正中線修正カテゴリ欄１４１１には、Ｌ．スミス氏には２
ｍｍ以下の正中線修正のあることが示されている。従って識別子の第８位置の数字２は正
中線修正カテゴリにおける２ｍｍ以下の正中線修正のあることを表している。
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【００６５】
　加えて、本発明の一実施形態においては、カテゴリ内の様々な状態が難度の昇順に配さ
れ、カテゴリは難度の順に並べられており、１１１１１が最も軽度の症例で３３２３３が
最も重度な症例であるようなマトリクスを形成することが可能である。さらに、マトリク
ス内の各索引は統計上の加重がなされており、症例全体の複合点を求めることができる。
【００６６】
　図１５は索引システムに用いられる選択過程におけるアドレスを取得するための本発明
の別の実施形態を示す。図１５に示すように、図２の表２００がグラフィックインターフ
ェースとして直接用いられている。このような実施形態においては、表形式で四角として
示される各基準状態を文字つきのユーザ入力ボタンとして表し、クリックすることで反転
表示し適当な基準状態を選択できるようにしてもよい。この種のインターフェースの場合
は、ユーザが適切なボタンを選択するために文字による定義を理解していることが前提と
なる。ある特定の基準状態を選択するためにボタンを押すと、選択されたものは反転表示
される（図１５では太字表示）。いずれかのボタンを２回クリックすると、最初の選択が
取り消され別の選択ができるようになる。このようにしてユーザは様々な基準状態につい
て詳しいほど、視覚的画像に基づくインターフェースを通じ情報入力を素早く行うことが
できる。本例では、生成アドレスは「３２５６」となる。一実施形態において図１５の右
側にある「選択値」列はユーザ又は患者には見えず、アドレスは末端ユーザには関係がな
くデータベースの検索においてのみ重要であるので、ユーザには表示されない。
【００６７】
　図１６は本発明の一実施形態において、初期状態アドレスを治療目標アドレスと組み合
わせることにより生成されるデータベースアドレス列の一例を示す。図２の表２００に例
示するように、それぞれ７つの選択肢を有する４つの構成要素について２７０１通りの患
者症例の組合せ、すなわちアドレスがあり得る。従って、１つの識別子アドレスはデータ
ベース内の２７０１通りの組合せのうちの１つを指す。各識別子は記憶装置１０７（図１
）のデータベース内に保存された欄と関連づけられている。識別子を拡張して、複数の異
なる時点における患者の状態を示すようにしてもよい。例えば、初期歯列、目標歯列、実
際の最終歯列の時点をそれぞれ個別のアドレスとして取得するようにデータベースを構成
してもよい。例えば、次のアドレスの場合を考える：
　ＡＢＣＤ：　Ａ’Ｂ’Ｃ’Ｄ’：Ａ”Ｂ”Ｃ”Ｄ”
【００６８】
　この構成では、マトリクスのうち最初のＡ～Ｄ位置が（前述のように）患者の初期歯列
を表し、マトリクスのＡ’～Ｄ’位置が患者の目標歯列又は治療目標を表し、マトリクス
のＡ”～Ｄ”位置が患者の実際の最終歯列又は治療結果を表している。マトリクス中の位
置数は可変であり、各位置は記号、英数字その他の表現を含むことができるので、保存さ
れる個々の患者症例を患者及び／又は関連のプロフィール又は状態に詳しく特化した詳細
なものとすることができる。図４に示す４つのあり得る治療結果と図２の２７０１通りの
組合せを用いれば、初期状態と目標との間で２７０１×４＝１０，８０４通りの組合せが
可能である。
【００６９】
　図１７は、索引アドレスが「３２５６」で、１～４の４つの治療目標を有する患者のデ
ータベース例を示す。組み合わせた結果の４つのアドレスは各パラメータごとに異なるデ
ータを有している。この情報は、症例の特徴づけが完了した段階でユーザに報知され（１
）、それにより全ての治療目標選択肢がユーザに提示されるか、あるいは、症例の特徴づ
け及び１つの治療目標の選択が完了した段階でユーザに報知され（２）、それにより、こ
のアドレス－目標対から得られる情報のみがユーザに提示される。
【００７０】
　これらの対となった組合せの各々について、組合せアドレスを作成し、データベース資
産を各アドレスと関連づけた「デジタルメールボックス」内に置くようにしてもよい。各
デジタルメールボックスのデータ資産は、例えば、治療条件及び目標の説明文、治療上の
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注意、予定治療期間、医師に必要とされる技能、処方データ、サンプル症例データ、症例
難度などの、症例－治療目標対に関する治療計画情報を含むが、これに限られない。この
データは、専門家の意見、計算アルゴリズム、及び／又は過去の症例内容を用いて生成す
ればよい。
【００７１】
　例えば図１３において症例は「３２５６」と識別されているが、図４に示す４種の治療
目標を用いて、これらを組み合わせることで３２５６：１、３２５６：２、３２５６：３
、３２５６：４という４つのそれぞれ異なるデータベースアドレスが得られる。これらの
各アドレスに、症例－治療目標の組合せに特有の情報を投入すればよい。４つの選択肢全
てを「治療選択肢」として同時にユーザに表示してもよいし、又は、ユーザがある特定の
治療目標を選択すると、その結果、特定の１つの治療選択肢データが表示されるようにし
てもよい。あるいは、ユーザが特定の目標を複数選択すると、選択された初期状態パラメ
ータに基づき、選択されたそれぞれの目標に関連のデータがユーザに報知されるようにし
てもよい。
【００７２】
　図１８は、ある患者の歯列上の問題又は状態を特定する工程１８００を示す。本工程１
８００を図６～図１７を参照して詳細に説明する。ステップ１８０１でユーザは患者の主
訴（図６）に加え、医師名、患者名などの識別情報を入力することで工程を開始する。一
実施形態においては、中央サーバ１０９（図１）が、例えば端末１０１から受けとった情
報に基づき、及び／又は記憶装置１０７から読み出した保存情報に基づき、比較を行うよ
うにしてもよい。本工程におけるこのステップ及びその他の関連するトランザクションは
、安全な接続媒体を介してインターネットなどのデータネットワーク上で行ってもよい。
次いでユーザは２つのユーザインターフェースのうち１つを選び、患者の歯列状態を入力
する。初級ユーザの場合はステップ１８０２として示す視覚的ユーザインターフェース（
図７～図１２）の使用が好ましい。上級ユーザの場合はステップ１８０３として示すもう
１つのユーザインターフェース（図１５）を好む場合が多い。
【００７３】
　図１８において、ステップ１８０４では患者の初期歯列状態が各カテゴリごとに同カテ
ゴリ内の１又は複数の基準状態と比較される。ステップ１８０４では、各カテゴリの患者
の初期歯列状態が各カテゴリごとに１又は複数の基準状態と比較された後、同カテゴリ内
の患者の初期歯列状態と類似の基準状態が選択され受信される。その後ステップ１８０５
において、選択された基準状態に対応する英数字の組合せに基づき患者識別子が生成され
る。サマリーページの閲覧中（ステップ１８０４）、ユーザは提出情報に満足するまで入
力項目を編集することができる。
【００７４】
　データ入力が完了すると次いでトランザクションサマリー（図１３）が出力される。こ
のサマリーではユーザによる入力情報が関連技術の正しい用語を用いた形式で表示される
。同時に、ユーザによる入力情報は、現在の患者の状態を表すデータベースアドレス（図
１５）に翻訳される（ステップ１８０５）。データベースアドレスが作成されると、ユー
ザはこの患者について可能な治療選択肢全てを閲覧するよう選択することもでき（オプシ
ョン１）、又は、１つの特定の治療目標を選択してこのユーザが選択したものに関連の特
定目標を閲覧することもできる（オプション２）。患者について可能な治療選択肢全てを
閲覧する場合は（オプション１）、ステップ１８０６にてデータベース（図１７）を検索
し、ステップ１８０７において入力されたアドレスと関連の全てのデータがユーザに提示
される（終了１）。
【００７５】
　再び図１８に戻って、ユーザが１つの特定の目標を選択したい場合は、ユーザはステッ
プ１８０８（図３）にて選択インターフェースを通じてまずこの特定目標を定義し、この
選択がステップ１８０９（図４）にてデータベースアドレスに翻訳され、ステップ１８１
０（図１６）において、２つのアドレス（患者の状態及び治療目標）が一体化された合体
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アドレスすなわち索引が作成される。次いでこの合体アドレスを用いてステップ１８１１
においてデータベース（図１７）を検索し、ステップ１８１２において１つの患者状態ー
治療目標の組合せに特有のデータが出力される（終了２）。
【００７６】
　オプション２の場合、ユーザは複数の目標を選ぶこともでき、これらの選択された目標
に特有のデータのみがユーザに出力されるようにしてもよい。終了１又は終了２まで到達
すると、ユーザは選択した治療目標のうちいずれか１つの目的のために製品を購入したい
場合は、予め又は途中までデータ入力された治療処方を選択して購入することができる。
この治療処方は、本選択過程中にユーザに提示される出力データの一部であってもよい。
【００７７】
　上述のように本ユーザインターフェースは、索引データベース中から患者の問題に適合
する１又は複数の患者症例を提供することができる。加えて、索引データベースの中から
、患者の問題の特定の構成要素について取り組む一連の患者症例を提供することができる
。このようにして、本発明の一実施形態において、検索ツールを作成して患者識別子を用
いた統計を行ってもよい。一例としては、１３１Ｘで表される全ての症例を見つけるよう
な検索要求が挙げられる。この検索要求例では、アドレスの第４位置のＸはいずれの文字
であってもよいことを表す。すなわち、本検索要求は患者識別子アドレスのうち最初の３
桁が１３１であるもの全てを見つけるためのものである。
【００７８】
　上記の識別方法に従って、過去に治療された症例をラベリングすれば、今後の治療計画
や治療結果評価の際に参照することができる矯正歯科治療カタログを作成することができ
る。この結果、矯正歯科上のある状態を説明し、体系的で測定可能な方法でこの矯正歯科
的状態を分類するためのフロントエンドのユーザインターフェースが得られる。再び図１
８において、ステップ１８０５で識別子が生成されると、データベース検索から生成され
る情報を用いて１又は複数の治療選択肢を決定することができる。生成された１又は複数
の治療選択肢は記憶装置１０７（図１）内に保存してもよいし、さらに端末１０１側に提
供して表示部で表示させてもよい。
【００７９】
　矯正歯科治療の診断や治療計画には医師の好みや研修度合によってばらつきの出る主観
要素が相当含まれることを考えると、本索引システムによれば包括的で安定した非常に客
観的な方法で患者の診断、治療目標、治療計画を設定することができる。患者症例のほか
目指す治療目標及び最終結果などをも表す本発明の患者識別子を用いれば、治療結果プロ
フィールを客観的にカタログ化することができ、また、このカタログを蓋然性や分布状況
に基づき評価することができる。予後診断や症例難度などの指数をマトリクスの組合せに
割り当ててもよく、そうすれば、類似症例に対して類似の成功症例と同様の治療を行うこ
とができる。治療選択肢は、完了度や利用しやすさと相関させてもよい。器具などの治療
製品は、これらが使用される可能性のある場合、成功結果により近く結びつけられるよう
特定のマトリクスの組合せに関連づけてもよい。
【００８０】
　患者の歯列状態を入力するその他の様々な実施形態も本発明の範囲内に含まれるものと
する。例えば、設定可能な３Ｄモデルを情報入力に使用してもよい。このような実施形態
では、ユーザが局面ごとに患者の歯列状態を再現すればよい。あるいは、３Ｄグラフィッ
クモデルをある局面について一連の様々な基準状態全体を表すように段階づけしてもよい
。このような実施形態では、ユーザがスライダーを操作して、患者の実際の状態に最も近
い範囲の段階に合わせる。
【００８１】
　個々の構成要素に従って症例を客観的に特徴づける本方法は、治療前、治療目標、治療
後の時点のみに限られず、治療中又は治療後のいずれかの時点も同じ入力／データベース
システムを使用し同様にしてカタログ化することができるのは言うまでもない。
【００８２】
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　また、本実施例においては、ある特定のカテゴリについて基準状態を１つだけ選択する
場合について説明したが、本発明はこれに限られないのは言うまでもない。各カテゴリ内
で１又は複数の基準状態を選ぶ場合も、本発明の範囲内に含まれる。
【００８３】
　従って、本発明の一実施形態における患者の歯列を特徴化する方法は、複数の歯列カテ
ゴリの各々における患者初期状態を、複数の歯列カテゴリの各々における１又は複数の、
各々が対応する表現を有している基準状態と比較することと、該複数の歯列カテゴリの１
又は複数において、同一の歯列カテゴリにおける患者初期状態と類似である少なくとも１
つの基準状態を選択することと、選択された各基準状態の対応する表現に基づいて患者識
別子を生成することとを含む。
【００８４】
　１つの局面においては、複数の歯列カテゴリが患者の歯列における１つの歯の矢状局面
、垂直局面、水平局面、上顎歯列弓長局面、又は数字のうち少なくとも２つを含んでいて
もよい。
【００８５】
　さらに、上記の方法は、各患者初期状態が、選択された基準状態に対応する治療情報に
基づく治療に対して示されているかどうかを決定することと、治療に対して示された各患
者初期状態について１又は複数の治療選択肢を提供することとをさらに備え、該１又は複
数の治療選択肢が、治療説明、治療目標、治療完結に要する時間、難度、治療完結に必要
な熟練度、治療選択肢例のうち１以上を含んでいてもよい。
【００８６】
　さらに、別の局面においては、上記方法は、患者識別子の少なくとも１部分を、各々が
初期基準歯列と最終基準歯列とを含む１又は複数の基準識別子と比較することと、１又は
複数の基準識別子から少なくとも１つの、前記患者識別子の１部分を含む基準識別子を選
択することと、選択された基準識別子に対応する最終基準歯列に基づき患者の最終歯列を
決定することとをさらに含んでいてもよい。
【００８７】
　本発明の別の実施形態に係る患者の歯列を特徴化する方法は、患者の初期歯列を受領す
ることと、患者の初期歯列を表す初期プロフィールを生成することと、初期プロフィール
から初期不正咬合を特定することと、初期プロフィールの少なくとも１部分を、基準歯列
の１又は複数の基準プロフィールと比較することとを含み、前記１又は複数の基準プロフ
ィールが、初期、治療段階途中、最終治療結果時点において初期不正咬合と略同一の基準
不正咬合を含んでいてもよい。
【００８８】
　また、上記方法は、１又は複数の基準プロフィールのうち少なくとも１つを選択する工
程をさらに含み、該１又は複数の基準プロフィールが、関連の最終基準歯列を含んでいて
もよい。
【００８９】
　さらに、別の局面において、上記方法は、最終基準歯列に基づき患者の目標歯列を提供
することをさらに含んでいてもよい。
【００９０】
　一実施形態において、初期プロフィールを生成する工程が、患者の初期歯列を視覚的に
分類することを含んでいてもよい。
【００９１】
　さらに、上記方法が、１又は複数の基準プロフィールに関連づけて１又は複数の治療選
択肢を特定することをさらに含んでいてもよい。
【００９２】
　本発明のさらに別の実施形態に係る矯正歯科的プロフィールの索引システムを提供する
システムは、記憶装置と、記憶装置に動作可能に接続された制御装置とから成り、制御装
置が、複数の歯列カテゴリの各々における患者初期状態を、複数の歯列カテゴリの各々に
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おける１又は複数の、各々が対応する表現を有している基準状態と比較し、複数の歯列カ
テゴリの１又は複数において、同一の歯列カテゴリにおける患者初期状態と類似である少
なくとも１つの基準状態を選択し、選択された各基準状態の対応する表現に基づいて患者
識別子を生成するよう構成されている。
【００９３】
　制御装置は、各患者初期状態が、選択された基準状態に対応する治療情報に基づく治療
に適しているかどうかを決定し、治療に適している各患者初期状態について１又は複数の
治療選択肢を提供するよう構成されていてもよい。
【００９４】
　また、制御装置が、患者識別子の少なくとも１部分を、各々が初期基準歯列と最終基準
歯列とを含む１又は複数の基準識別子と比較し、１又は複数の基準識別子から少なくとも
１つの、前記患者識別子の１部分を含む基準識別子を選択し、選択された基準識別子に対
応する最終基準歯列に基づき患者の最終歯列を決定するよう構成されていてもよい。
【００９５】
　さらに、端末が動作可能に制御装置に接続され、１又は複数の患者初期状態を送信する
よう構成され、該端末がさらに表示装置を含むよう構成されていてもよい。
【００９６】
　本発明のさらに別の実施形態に係る患者の歯列を特徴化するシステムは、患者の初期歯
列を表す初期プロフィールを生成し、初期プロフィールから初期不正咬合を特定し、初期
プロフィールの少なくとも１部分を、基準歯列の１又は複数の基準プロフィールと比較し
、前記１又は複数の基準プロフィールが、初期不正咬合と略同一の基準不正咬合を含むよ
う構成された中央制御装置を備えている。
【００９７】
　別の局面においては、ユーザ端末が動作可能に中央制御装置に接続され、該ユーザ端末
が患者の初期歯列を送信するよう構成されていてもよい。
【００９８】
　中央制御装置は、１又は複数の基準プロフィールのうち少なくとも１つを選択し、該１
又は複数の基準プロフィールが、関連の最終基準歯列を含むよう構成されていてもよい。
【００９９】
　さらに、中央制御装置が、最終基準歯列に基づいて患者の目標歯列を提供するよう構成
されていてもよい。
【０１００】
　中央制御装置は、患者の初期歯列を視覚的に分類するよう構成されていてもよい。
【０１０１】
　また、中央制御装置が、１又は複数の基準プロフィールに関連づけて１又は複数の治療
選択肢を特定するよう構成されていてもよい。
【０１０２】
　さらに別の局面においては、記憶装置が、初期プロフィール、初期不正咬合、基準不正
咬合のうち１以上を保存するよう構成されていてもよい。
【０１０３】
　以上、図面を参照して説明した工程やルーチンを含む索引システム１００で、ソフトウ
ェア・アプリケーションの実行環境において中央サーバ１０９（図１）により行われる工
程を含む上記の各工程は、オブジェクト指向言語を用いて開発したコンピュータプログラ
ムとして実現してもよい。オブジェクト指向言語を用いれば複数のオブジェクトモジュー
ルから成る複雑なシステムのモデリングが可能で、現実世界と物理的対象及びこれらの相
互関係を表現する抽象概念物を作成することができる。本発明に係る工程の実行に必要な
ソフトウェアは、索引システムの記憶部又はデータ記憶装置１０７内に保存するか、又は
中央サーバ１０９の内部（図示せず）に保存すればよいが、このソフトウェアは当業者が
開発し１又は複数のコンピュータプログラム製品を含んでいてもよい。
【０１０４】
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　以上、成人歯列の特徴化方法の各実施形態について述べたが、本発明の各実施形態は小
児歯列の特徴化に用いることもできる。加えて、本発明の各実施形態によれば、例えば、
様々な状態及び／又は治療選択肢の印刷書類、視覚的画像、及び／又は写真画像を用いて
、本発明の様々な局面をユーザが手動で実行することもできるし、手動で結果を演算又は
算出する場合も本発明の範囲に含まれる。すなわち、本発明の範囲内で、本発明の各局面
を実行するためのコンピュータ制御システムとして上述した各実施形態を、手動で実行す
ることができる。
【０１０５】
　本発明の趣旨及び範囲から逸脱することなく本発明の構成及び操作方法に種々のその他
の変更や修正を加えてもよいことは当業者にとって明らかである。以上、本発明の好まし
い実施形態について述べたが、請求の範囲に記載の発明がこれらの実施形態に限られるこ
とはない。本発明の範囲は以下の請求の範囲によって定義されるものであり、これら請求
の範囲内の構成及び方法及びこれらの均等物は発明の範囲に含まれるものとする。
【図面の簡単な説明】
【０１０６】
【図１】図１は本発明の各実施形態を実行するシステムの全体を示すブロック図である。
【図２】図２は本発明の一実施形態に係る図１に示す記憶装置に保存された索引システム
を表形式で示す。
【図３】図３は本発明の一局面における、いずれかの矯正歯科症例で設定され得る治療目
標を表す図である。
【図４】図４は本発明の一実施形態に係る図３に示す治療目標例を図２に示す表形式で表
したマトリクス図である。
【図５】図５は本発明の一実施形態に係る索引システムにおいて使用される下顎歯列弓長
カテゴリを示す。
【図６】図６は本発明の一実施形態に係る索引システムにおいて、特定された主訴が「出
っ歯」である場合に用いられる選択過程表示画面を示す。
【図７】図７は本発明の一実施形態において患者の右側矢状局面ディスクレパンシーの一
構成要素情報を取得するための選択過程表示画面７００の一例を示す。
【図８】図８は本発明の一実施形態において患者の左側矢状局面ディスクレパンシーの一
構成要素情報を取得するための選択過程表示画面７００の一例を示す。
【図９】図９は本発明の一実施形態において垂直局面の一構成要素情報を取得するための
選択過程表示画面９００の一例を示す。
【図１０】図１０は本発明の一実施形態において水平／横断局面の一構成要素情報を取得
するための選択過程表示画面１０００の一例を示す。
【図１１】図１１は本発明の一実施形態において歯列弓長ディスクレパンシーカテゴリの
一構成要素を取得するための選択過程表示画面１１００の一例を示す。
【図１２】図１２は本発明の一実施形態において歯列弓長ディスクレパンシーカテゴリの
別の構成要素情報を取得するための選択過程表示画面１２００の一例を示す。
【図１３】図１３は本発明の一実施形態に係る索引システムに用いられる端末１０１に表
示された患者サマリー表示画面１３００の一例を示す。
【図１４】図１４は本発明の一実施形態に係る患者データベース１４００を示す。
【図１５】図１５は本発明の一実施形態に係る索引システムに用いられる代表的構成要素
の選択過程を示す。
【図１６】図１６は本発明の一実施形態において初期状態アドレスを治療目標アドレスと
組み合わせることで生成されるデータベースアドレス列の一例を示す。
【図１７】図１７は本発明の別の実施形態における一患者用データベースの一例を示す。
【図１８】図１８は本発明の一実施形態に係る索引システムを用いて歯列プロフィールを
特定する過程を示すフローチャートである。
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